
西仙北・協和・南外地域下水道施設保守管理業務委託特記仕様書 

 

 

（業務範囲） 

第１条  この業務は、大仙市下水道終末処理場（刈和野浄化センター、強首浄化センター、協和中央浄

化センター、南外浄化センター）の下記の範囲において行うものとする。 

 (１) 別紙施設平面図による 

  (２) 別紙処理フローシートによる 

 

（業務内容） 

第２条  受注者の行う業務は、次のとおりであり、各設備の運転管理及び保守点検整備を行うものとす

る。 

 (１) 水処理設備運転操作 

 (２) 水処理設備保守点検 

 (３) 水質基準業務 

 (４) 事務業務 

 (５) その他の業務 

 

（設備の運転） 

第３条  業務対象となる設備の運転については、設備運転マニュアルにより運転するものとする。 

 

（受託者の負担経費） 

第４条  業務上必要とする次の経費は、発注者が負担する。なお、その受け渡し及び取扱上の注意事項に

ついては、発注者の指示に従うものとする。 

 (１) 光熱水費（電気・水道） 

 (２) 燃料費  （焼却炉及びボイラー用） 

 (３) 塗装費  （補修用塗料） 

 (４) 特殊工具 

 

（有資格者） 

第５条  業務に必要な資格者は下記のとおりとする。 

 (１) 第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了者 

 (２) ボイラー取扱技能講習修了者（空調用ボイラー設備のある場合） 

 (３) 乙種第４類危険物取扱者（空調用ボイラー設備のある場合） 

 (４) 特定高圧ガス液化塩素取扱主任者（液化塩素使用設備のある場合） 

 (５) 第１種電気工事士 

 (６) クレーン特別教育講習修了者（クレーン設備のある場合） 

 (７) 玉掛け技能講習修了者 



 (８) 特定化学物質等作業主任者講習修了者（該当品取扱の場合） 

 (９) その他労働安全関係で必要な資格者 

 

（汚泥処分） 

第６条 各処理場における汚泥処分は下記のとおりとする。 

 （１）刈和野浄化センター：場内で脱水乾燥後、肥料として販売するものとする。 

 （２）強首浄化センター： 場内で脱水乾燥後、肥料として販売するものとする。 

 （３）協和中央浄化センター：場内で脱水後、県南地域広域汚泥施設へ運搬するものとする。 

 （４）南外浄化センター： 場内で脱水後、県南地域広域汚泥施設へ運搬するものとする。 


